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都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長

（公 印 省 略）

「手すり先行工法に関するガイドライン」について

建設業における足場からの墜落災害を防止するため、平成15年4月1日付け基発第0401012

「 」（ 「 」 。）号 手すり先行工法に関するガイドラインの策定について 以下 0401012号通達 という

の別添１「手すり先行工法に関するガイドライン」により、手すり先行工法の普及を図って

きたところであるが、今般、足場からの墜落による労働災害の防止に関して、労働安全衛生

（ 。 「 」 。） 、規則の一部を改正する省令 平成21年厚生労働省令第23号 以下 改正省令 という が

平成21年3月2日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところである。

ついては、この改正省令により措置された事項を確実に履行するとともに、別紙のとおり

「手すり先行工法等に関するガイドライン」を定めるので、関係事業者に対しその普及・定

着を図り、建設業における足場からの墜落等に係る労働災害防止対策の一層の推進を図られ

たい。

なお、別添のとおり関係団体に対し、その周知・普及について、協力を要請しているので

了知されたい。

おって、0401012号通達は廃止する。



（別添）

写

基発第0424002号

平成21年4月24日

建設業労働災害防止協会会長

社団法人全国建設業協会会長

社団法人日本建設業団体連合会会長
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社団法人建築業協会会長

社団法人全国中小建築工事業団体連合会会長 殿

社団法人建設産業専門団体連合会会長
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「手すり先行工法に関するガイドライン」について

、 。労働基準行政の推進につきましては 日頃から格別の御配慮をいただき感謝申し上げます

さて、厚生労働省におきましては、建設業における足場からの墜落災害を防止するため、

平成15年4月1日付け基発第0401012号「手すり先行工法に関するガイドラインの策定につい

て （以下「0401012号通達」という ）の別添１「手すり先行工法に関するガイドライン」」 。

により手すり先行工法の普及を図ってきたところでありますが、今般、足場からの墜落によ

る労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成21年厚生労働省

令第23号。以下「改正省令」という ）が、平成21年3月2日に公布され、同年6月1日から施。

行されることとされたところであります。

つきましては、この改正省令により措置された事項を確実に履行するとともに別紙のとお

り「手すり先行工法等に関するガイドライン」を定めたので、貴団体におかれましては、傘

下会員事業場に対して、その普及・定着を図り、建設業における足場からの墜落等に係る労

働災害防止対策の一層の推進を図られるようお願い申し上げます。

なお、0401012号通達は廃止したので、申し添えます。
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（別紙）

手すり先行工法等に関するガイドライン

第１ ⋡⊛

本ガイドラインは、労働安全衛生関係法令と⋧まって、足場の設置をᔅ要とする建設

工事において、手すり先行工法による足場の組┙て、⸃体はᄌᦝの業
以下「足場

の組┙て等の業」という。�を行うとともに、働き߿すい安ᔃ感のある足場を↪す

ることにより、労働者の足場からの墜落等を防止し、૬ߖてᔟㆡな⡯場ⅣႺのᒻ成に⾗

することを⋡⊛とする。

第㧞 ㆡ↪対⽎

本ガイドラインは、足場の設置をᔅ要とする建設工事にㆡ↪する。

第㧟 定⟵

１ 手すり先行工法

本ガイドラインで␜す「手すり先行工法」とは、建設工事において、足場の組┙て

等の業を行うにᒰたり、労働者が足場の業ᐥにਸ਼る೨に、別紙１に␜す「手すり

先行工法による足場の組┙て等に関する基準」に基ߠいて、ᒰ業ᐥの┵となる▎

ᚲにㆡಾな手すりを先行して設置し、かつ、ᦨ上層の業ᐥをขりはߕすときは、ᒰ

業ᐥの┵の手すりをᱷ置して行う工法をいう。

㧞 働き߿すい安ᔃ感のある足場

本ガイドラインで␜す「働き߿すい安ᔃ感のある足場」とは、手すり先行工法によ

、 、り組ߺ┙てられた足場であって 関係する労働安全衛生法令のすߴてをḩたした上で

「 」 「 」第㧢の ⇐ᗧすߴき事項 及߮別紙㧞の 働き߿すい安ᔃ感のある足場に関する基準

に基ߠき、より安全な業を行えるようにᔅ要な措置を⻠ߓた足場をいう。

第㧠 事業者等の⽿ോ

事業者は、労働安全衛生関係法令をㆩするとともに、本ガイドラインに基ߠき、足

、 、 、場の組┙て等の業を行い かつ 働き߿すい安ᔃ感のある足場を↪することにより

建設工事における墜落等による労働災害の一層の防止にദめるものとする。

、 、労働者は 労働安全衛生関係法令に定める労働者がるߴき事項をㆩするとともに

事業者が本ガイドラインに基ߠいて行う措置に協力することにより、建設工事における

墜落等による労働災害の防止にദめるものとする。

第㧡 き措置ߴߕ⻠

１ 足場に係る施工⸘↹の策定
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、 、 、事業者は ᰴにより 足場の設置を行う業▎ᚲ等に係る事೨⺞ᩏを行うとともに

足場に係る施工⸘↹として、足場⸘↹、ᯏ᧚▤理⸘↹、業⸘↹、ᯏ᪾⸘↹、仮設

⸘↹、安全衛生▤理⸘↹及߮工⒟を策定し、関係労働者に周知すること。


 � 事೨⺞ᩏ1
足場を設置する೨にᰴのࠕ及߮イの⺞ᩏを実施し、ᒰ⺞ᩏ⚿ᨐに基ߠき、
 �2

から
 �までの⸘↹を成すること。8
ࠕ ᢝౝ⺞ᩏ

建設工事を行うᢝౝについて、〯ᩏ等のᣇ法によりᰴの事項に関して⺞

ᩏを行い、その⁁ᴫをᛠីすること。


�ࠕ ᢝౝの建築‛等のή及߮その⁁ᴫ


イ� ᢝのᐢさ、ᒻ⁁、ᢳ、土⾰等の⁁ᴫ


࠙� ᢝ↪上の⚂等


ࠛ� そのઁ足場の設置に関してᔅ要な事項

イ 周࿐の⺞ᩏ

建設工事を行うᢝ周ㄝについて、〯ᩏ等のᣇ法によりᰴの事項に関して

⺞ᩏを行い、その⁁ᴫをᛠីすること。


�ࠕ ᢝに㓞ធする建築‛等のή及߮その⁁ᴫ


イ� ᨞ⓨ㔚✢のή及߮その⁁ᴫ


࠙� ፗ、Ḵ、᳓〝、᮸木等のή及߮その⁁ᴫ


ࠛ� 道〝、通㊂、通規等の⁁ᴫ


ࠝ� 工事施工上の⚂等


ࠞ� そのઁ足場の設置に関してᔅ要な事項


 � 足場⸘↹2
、 。
 �の事೨⺞ᩏの⚿ᨐに基ߠき ᰴの事項をらかにした足場⸘↹を成すること1

ࠕ 足場の⒳㘃等

別紙１及߮㧞のうߜから、足場の⒳㘃及߮手すり先行工法による足場の組┙て

等の業ᣇ法を定めること。

イ ᭴ㅧ

足場は、ਂᄦで、墜落のෂ㒾のዋない安ᔃ感のある᭴ㅧとすること。

࠙ 設⸘⩄㊀

足場の⥄㊀、Ⓧタ⩄㊀、㘑⩄㊀、᳓平⩄㊀等をㆡಾに設定すること。

ࠛ ᦨᄢⓍタ⩄㊀

足場の᭴ㅧ及߮᧚ᢱにᔕߓて、業ᐥのᦨᄢⓍタ⩄㊀を定めること。

ࠝ ᯏ᧚

足場の᭴ㅧにᔕߓたᯏ᧚の⒳㘃及߮㊂を確するとともに、ᔅ要となるᤨᦼま

でに確できるようにすること。

ࠞ 組┙図

足場のฦ部᧚の配置、ኸ法、᧚⾰ਗ߮にข付けのᤨᦼ及߮㗅ᐨが⸥された組

┙図を成すること。
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ࠠ ὐᬌ

第㧢の㧟に基ߠき、足場のὐᬌ及߮ୃਗ߮にこれらの⚿ᨐの⸥㍳のሽのᣇ

法、ᦼ㑆等を定めること。


 � ᯏ᧚▤理⸘↹3

 �のࠝのᯏ᧚については、ᰴの事項をらかにしたᯏ᧚▤理⸘↹を成するこ2

と。

ࠕ ᯏ᧚のὐᬌ

足場の組┙て及߮ᄌᦝの業を行う೨に、ᯏ᧚のᰳ㒱・៊்のή等について

ὐᬌし、ਇ⦟ຠをขり㒰ߊこと。

イ 規格߳のㆡ合の確

組足場等の㍑▤足場↪の部᧚及߮㒝ዻ㊄ౕについては、㍑▤足場↪の部᧚ߊࠊ

及߮㒝ዻ㊄ౕの規格
ᤘ 年労働省๔␜第 号�にㆡ合していることを確56 103
すること。

࠙ ⚻年▤理の確

ᯏ᧚については、平成 年 月 日付け基発第 号の㧞「⚻年仮設ᯏ᧚の▤8 4 4 223
理について」に基ߠいてㆡಾに⚻年▤理が行ࠊれていることを確すること。


 � 業⸘↹4

 �の事೨⺞ᩏの⚿ᨐ及߮
 �により定した足場の⒳㘃にᔕߓて、ᰴの事項を1 2

らかにした業⸘↹を成すること。

ࠕ 足場の組┙ての業の準


足場の組┙ての業にᡰ㓚となる㓚害‛等の㒰ᣇ法�ࠕ


イ�᨞ⓨ㔚✢の防⼔ᣇ法


࠙�足場の基␆⋚のᢛᣇ法


ࠛ�周ㄝ道〝、㓞ធኅደ等߳のᯏ᧚の㘧᧪等の防止ᣇ法


ࠝ�ᯏ᧚等の៝及߮仮置きᣇ法


ࠞ�そのઁ足場の組┙ての業の準にᔅ要な事項

イ 足場の組┙ての業


足場を᭴成する部᧚のข付けのᣇ法及߮手㗅�ࠕ


イ�ᦺ㗻、⩄上げ᭴บ、Ꮞ上ᯏ等足場の部᧚にขり付ける設のข付けのᣇ法及

߮手㗅


࠙�㓏Ბ及〭߮り場の設置ᣇ法及߮設置手㗅


ࠛ�ญ等のᒝᣇ法及߮ᒝ手㗅


ࠝ�
 �のイの
た業手㗅5ߓにᔕ�ࠕ

ࠞ�そのઁ足場の組┙ての業にᔅ要な事項

࠙ 足場の⸃体の業



から�ࠕ
イの�ࠕࠛ�までの業によりขり付けたすߴての部᧚等のขりはߕし

㗅ᐨ及߮それߙれの部᧚等のขりはߕし手㗅


イ�
 �のイの
た業手㗅5ߓにᔕ�ࠕ
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࠙�そのઁ足場の⸃体の業にᔅ要な事項

ࠛ 足場のᄌᦝの業

足場のᄌᦝの業においては、部᧚等のขりはߕしの業は࠙、部᧚等のข付

けの業はイによるとともに、ᰴの事項をらかにすること。


足場のᄌᦝに関するᛚᣇ法�ࠕ


イ�一ᤨ⊛ᄌᦝの場合におけるᓳరのᤨᦼ及߮確ᣇ法


࠙�足場をᄌᦝするᤨᦼ、▸࿐及߮ౝኈを関係労働者に周知するᣇ法


ࠛ�そのઁ足場のᄌᦝの業にᔅ要な事項


 � ᯏ᪾⸘↹5
足場の組┙て等の業にࠢーン ⒖േᑼࠢーン ゞਔ♽建設ᯏ᪾等のᯏ᪾
以、 、

下「ᯏ᪾」という。�を↪するᔅ要があるときは、ᰴの事項をらかにしたᯏ᪾

⸘↹を成すること。

ࠕ ᯏ᪾の設置


↪するᯏ᪾の⒳㘃、⢻力及߮ᔅ要บᢙ�ࠕ


イ�↪するᯏ᪾の設置場ᚲ、設置ᣇ法及߮設置ᦼ㑆


࠙�↪するᯏ᪾の៝のᣇ法


ࠛ�そのઁᯏ᪾の設置にᔅ要な事項

イ ᯏ᪾の↪


ᯏ᪾の業▸࿐及߮業ᣇ法�ࠕ


イ�ᯏ᪾のㆇ行⚻〝


࠙�ᯏ᪾のㆇォ中に┙りを止するᣇ法は⺃ዉ者を配置するᣇ法


ࠛ�そのઁᯏ᪾の↪にᔅ要な事項


 � 仮設⸘↹6
ᰴの足場に関連する仮設を設置するときは、ᒰ仮設の⒳㘃、ᢙ㊂、設置場

ᚲ、設置ᣇ法、設置ᦼ㑆及߮↪ᣇ法をらかにした仮設⸘↹を成すること。

ࠕ 安全に㒠するための仮設

イ 㘧᧪落下を防止するための仮設

࠙ ᾖを確するための仮設

ࠛ 㔚Ḯを確するための仮設

ࠝ そのઁᔅ要な仮設


 � 安全衛生▤理⸘↹7
ᰴの事項をらかにした安全衛生▤理⸘↹を成すること。

ࠕ 安全衛生▤理体

イ 安全衛生ᢎ⢒

࠙ 安全衛生ᵴേ


 � 工⒟8
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足場を↪する業
足場の組┙て等の業を㒰ߊ。以下同ߓ。�及߮足場の組┙

て等の業において、ᰴの事項をらかにした工⒟を成すること。

ࠕ ฦ業に関する工⒟

イ 安全衛生▤理に関する工⒟

࠙ ฦ業㑆及߮ฦ業と安全衛生▤理の関連

㧞 足場に係る施工⸘↹の実施及߮ᄌᦝᤨの措置

事業者は、１で策定した足場に係る施工⸘↹及߮別紙１に基ߠき、手すり先行工法

による一連の業をㆡಾに行うこと。

また、ᒰ施工⸘↹をᄌᦝするᔅ要が生ߓた場合は、事೨に関係者とචಽにᬌ⸛を

行うものとし、ᄌᦝした施工⸘↹は関係労働者に周知すること。

第 ⇐ᗧすߴき事項6
事業者は、第㧡の１で策定した足場に係る施工⸘↹及߮別紙１に基ߠき、手すり先行

工法による一連の業を行うとともに、ᰴの事項に⇐ᗧすること。

１ 足場の᭴ㅧ上の⇐ᗧ事項

47 32 570足場の組┙てにᒰたっては、労働安全衛生規則
ᤘ 年労働省令第 号�第

᧦、第 ᧦等の労働安全衛生関係法令をㆩし、第㧡の１の
 �のࠞ及߮
 �のイに571 2 4
基ߠいて組ߺ┙てるとともに、ᰴによること。


 � ⣉部1
ࠕ 足場の⣉部のᴉ下を防止するため、⋚をචಽに⓭き࿕め、ᢝ᧼等をᢝきਗߴ

ること。

イ 、ース㊄ౕを配置しࡌဳࠠ࠶ࡖの⣉ᩇ下┵にࠫߊࠊ組足場にあっては、建ߊࠊ

建ߊࠊの㜞さをそろえること。


 � 布2
ࠕ 足場のはり㑆ᣇะの建は⣉ᩇの㑆㓒とᐥ᧚ののኸ法はේ則として同ߓも

のとし、ਔ者のኸ法が⇣なるときは、ᐥ᧚をⶄᢙᨎ設置する等により、ᐥ᧚と建

は⣉ᩇとすき㑆をつߊらないように設置すること。

イ ᐥ付き布ߊࠊのつかߺ㊄ౕは、ᄖれ止めを確実にࠢ࠶ࡠすること。


 � ╭かい3
ࠕ 足場にあっては、さ╭かいをේ則としてᄖ及߮ゎ体のਔ᭴㕙にߺ組ߊࠊ

ขり付けること。

イ 建ߊࠊのさ╭かいࡇンは、確実にࠢ࠶ࡠすること。


 � ოつな4߉
9 ࠕ8 組足場にあってはߊࠊ ოつな߉の㑆㓒をု⋥ᣇะ 以下࡞࠻ーࡔ ᳓平ᣇะ、 、

はបえをขり付けるこ߉以下でขり付けるとともに、ᦨ上層にოつな࡞࠻ーࡔ

と。
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5 5 5イ න▤足場にあっては ოつな߉の㑆㓒をု⋥ᣇะ 以下࡞࠻ーࡔ ᳓平ᣇะ、 、 㧚

はបえをขり付けるこ߉以下でขり付けるとともに、ᦨ上層にოつな࡞࠻ーࡔ

と。

࠙ ოつな߉は、น⢻な㒢りო㕙に⋥ⷺにขり付けること。

ࠛ ოつな߉↪のࠕンࠞーは、専↪のものを↪いること。なお、ᓟ付けࠕンࠞーの

場合、ᔅ要なᒁᛮᒝᐲを確すること。

ࠝ ოつな߉として㍑▤をゎ体の㧴ᒻ㍑等に㋕㛽↪ࠢランࡊを↪いて設置する場合

にあっては、㍑▤１本につき㧴ᒻ㍑等のࡈランࠫ部㧞▎ᚲでขり付けること。

㧞 足場の組┙て等の業における⇐ᗧ事項

足場の組┙て等の業にᒰたっては、第㧡の１の
 �の業⸘↹に基ߠいて業を4
行うとともに、ᰴに定めるところによること。


 � 業ᤨᦼ等の周知1
足場の組┙て等に係るᤨᦼ、▸࿐及߮㗅ᐨを関係労働者に周知すること。


 � ┙止2
足場の組┙て等の業を行うၞౝには、関係労働者以ᄖの┙りを止するこ

と。


 � 手すり先行のᔀᐩ3
手すりが先行して設置されていない業ᐥ及߮手すりがขりはߕされた業ᐥに

はਸ਼ってはならないことを関係労働者に周知ᔀᐩすること。


 � 安全Ꮺの↪4
手すりを先行して設置できない▎ᚲにおいては、労働者に安全Ꮺを↪さߖると

ともに、安全Ꮺを確実にធ⛯された建てߊࠊ等は労働者が業ᐥ上で業する೨

に設置したⷫ✁にขり付けさߖること。


 � 安全Ꮺをขり付けるⷫ✁の設置等5
安全Ꮺをขり付けるⷫ✁を設置するときは、別紙１の㧠の（ ）に基ߠいたᕈ⢻1

をするᯏ᧚を同（ ）に基ߠいて設置し、↪すること。2


 � ᖡᄤᤨの業の中止6
ᒝ㘑ᤨ等のᖡᄤが੍ᗐされるときは、足場の組┙て等の業を中止すること。


 � つり✂等の↪7
᧚ᢱ等を上げおろしするときは、つり✂、つりⴼ等を労働者に↪さߖること。


 � 業ਥછ者のㆬછ8
足場の組┙て等の業を行うときは、足場の組┙て等業ਥછ者をㆬછし、その
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者に労働安全衛生規則第 ᧦の⡯ോを行ߖࠊるとともに、関係労働者がਇ安全行566
േを行ࠊないよう⋙ⷞさߖること。


 � 足場のᄌᦝ9
足場をᄌᦝする場合は、第㧡の１の
 �のࠛで定めたᄌᦝのᣇ法等に基ߠき、ᄌ4

ᦝの業を行うとともに、一ᤨ⊛にᄌᦝした部᧚はᔅߕᓳరすること。

㧟 足場のὐᬌ等に関する⇐ᗧ事項


 � ὐᬌ等の実施1
ࠕ 足場の組┙て等の業の⋙ⷞ

足場の組┙て等の業を行うときは、足場の組┙て等業ਥછ者に労働安全衛

生規則第 ᧦に規定する業の進行⁁ᴫ等の⋙ⷞを行ߖࠊるとともに、別紙１566
の㧟及߮㧠に␜すฦᯏ᧚等の↪⁁ᴫについても⋙ⷞさߖること。

イ 足場の組┙て等の業ᓟのὐᬌ

足場の組┙て等の業を行ったᓟにおいては、
 �のࠕによりᜰฬされたὐᬌ2
者によって、
 �のイにより成したὐᬌを↪いて労働安全衛生規則第 ᧦2 567
第 項に規定するὐᬌを実施するとともに、別紙 の のࠪࡘࠪ࠶ࡔー࠻等の設2 2 3
置⁁ᴫについてもὐᬌを行い、⇣Ᏹをめたときは⋥ߜにୃすること。

࠙ 業㐿ᆎ೨ὐᬌ

足場を↪する業等を㐿ᆎする೨に、⡯長等ᒰ足場を↪する労働者の⽿

છ者からὐᬌ者をᜰฬし、労働安全衛生規則第 ᧦第 項のὐᬌを実施するこ567 1
と。


 � ὐᬌ等の実施体2
ࠕ ὐᬌ者のᜰฬ

、 、 、
 �のイのὐᬌの実施者については ේ則として 足場の組┙て等業ਥછ者1
రᣇ安全衛生▤理者等であって、足場のὐᬌについて、労働安全衛生法第 ᧦19
の に基ߊߠ足場の組┙て等業ਥછ者⢻力ะ上ᢎ⢒をฃ⻠している等චಽな知2
⼂、⚻㛎をする者をᜰฬすること。

イ ὐᬌの成


 �のイのὐᬌについては、足場の⒳㘃・ᯏ᧚にᔕߓたὐᬌ等を行う項⋡を定1
めたὐᬌを成すること。

࠙ ὐᬌ・ୃ⚿ᨐ等の⸥㍳及߮ሽ

ὐᬌ等の⚿ᨐ及߮ᒰὐᬌの⚿ᨐに基ߠいたୃ等のౝኈについては、労働安

全衛生規則第 ᧦第 項に基ߠきイのὐᬌに⸥㍳し、ᔅ要なᦼ㑆ሽするこ567 3
と。

㧠 足場を↪する業等における⇐ᗧ事項


 � 足場を↪する業等の㐿ᆎ1
足場を↪する業等は、㧟の
 �の࠙のὐᬌを行ったᓟでなけれ߫㐿ᆎしては1
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ならないこと。


 � 手すり等の確のᔀᐩ2
業ᐥの┵に手すり等が設置されていない場合は、足場を↪する業等を行っ

てはならないことを関係労働者に周知ᔀᐩすること。


 � ᦨᄢⓍタ⩄㊀のㆩ3
業ᐥには、第㧡の１の
 �のࠛで定めたᦨᄢⓍタ⩄㊀をえて業ᐥにⓍタし2

てはならないこと。


 � ᖡᄤᤨの業の中止4
ᒝ㘑ᤨ等のᖡᄤが੍ᗐされるときは、足場を↪する業等を中止すること。


 � ਇ安全行േのឃ㒰5
ないことを㓹れࠊを㒠する等足場上でのਇ安全行േを行ߊࠊ組足場の建ߊࠊ

、 、 。ᤨᢎ⢒ 第㧡の１の
 �のイの安全衛生ᢎ⢒等により 関係労働者にᔀᐩすること7
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（別紙１）

手すり先行工法による足場の組┙て等に関する基準

１ ⿰ᣦ

足場の組┙て、⸃体はᄌᦝの業（以下「足場の組┙て等の業」という ）にお。

いては、足場に関する労働安全衛生関係法令の規定をㆩした上で、さらに労働者が足

場から墜落するෂ㒾をᷫዋさߖるため、以下の基準をḩたす手すり先行工法によること

がᔅ要である。

㧞 手すり先行工法の⒳㘃

手すり先行工法は、ᰴのᣇᑼがあること。


 � 手すり先ㅍりᣇᑼ1
足場の組┙て等の業において 足場のᦨ上層にᐥ付き布ߊࠊ等の業ᐥ
以下 、 「

業ᐥ」という。�をขり付ける೨に、ᦨ上層より一層下の業ᐥ上から、建ߊࠊの⣉

ᩇ等にᴪって上下スライド等がน⢻な手すりは手すりߊࠊ
以下「先ㅍり手すりᯏ

᧚」という。�をᦨ上層の業ᐥの┵となる▎ᚲに先行して設置するᣇᑼであって、

かつ、ᒰ業ᐥをขりはߕすときは、ᒰ業ᐥの┵の先ㅍり手すりᯏ᧚をᱷ置し

て行うᣇᑼである。先ㅍり手すりᯏ᧚は、ᦨ上層より一層下の業ᐥ上で上下スライ

ド等のᣇ法によりᦨ上層にข付けはขりはߕしができるものであり、一般にᦨ上層

のߺに設置されるものである。


 � 手すりᝪ置きᣇᑼ2
足場の組┙て等の業において、足場のᦨ上層に業ᐥをขり付ける೨に、ᦨ上層

、 「 」より一層下の業ᐥ上から ᝪ置ဳの手すりは手すりߊࠊ
以下 ᝪ置手すりᯏ᧚

。 、 、という �をᦨ上層の業ᐥの┵となる▎ᚲに先行して設置するᣇᑼであって かつ

ᒰ業ᐥをขりはߕすときは、ᒰ業ᐥの┵のᝪ置手すりᯏ᧚をᱷ置して行うᣇ

ᑼである。ᝪ置手すりᯏ᧚は、ᦨ上層より一層下の業ᐥからᦨ上層にข付けはข

りはߕしができるᯏ⢻をしており、一般に足場の全層の ᭴㕙に設置されるもの

である。


 � 手すり先行専↪足場ᣇᑼ3
㍑▤足場↪の部᧚及߮㒝ዻ㊄ౕの規格のㆡ↪㒰ᄖがめられたߊࠊ組足場等であっ

て、足場のᦨ上層に業ᐥをขり付ける೨に、ᒰ業ᐥの┵となる▎ᚲに、ᦨ上層

より一層下の業ᐥ上から手すりのᯏ⢻をする部᧚を設置することができ、かつ、

ᦨ上層の業ᐥをขりはߕすときは、ᒰ業ᐥの┵に手すりのᯏ⢻をする部᧚を

ᱷ置して行うことができる᭴ㅧの手すり先行専↪のࠪスࡓ࠹足場によるᣇᑼである。

㧟 手すり先行工法のᯏ᧚等のᕈ⢻及߮↪ᣇ法


 � 先ㅍり手すりᯏ᧚のᕈ⢻及߮↪ᣇ法1
ࠕ ᕈ⢻

先ㅍり手すりᯏ᧚のうߜ手すりߊࠊのᕈ⢻は、別 の「手すりߊࠊのᕈ⢻」に1
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よるものであること。

イ ↪ᣇ法

先ㅍり手すりᯏ᧚は、ᰴに定めるところにより↪すること。


�ࠕ 足場の組┙て等の業が行ࠊれている足場のᦨ上層に設置すること。


イ� 足場の はਔの᭴㕙に設置すること。


࠙� 組足場に↪する場合は、さ╭かいを設置したᓟでなけれ߫上下スライߊࠊ

ドさߖてはならないこと。


ࠛ� 安全Ꮺをขり付ける設として↪するときは、ᔅ要なᒝᐲをしていること

を確すること。


ࠝ� ㅧ者が定める↪ᣇ法等により↪すること。


 � ᝪ置手すりᯏ᧚のᕈ⢻及߮↪ᣇ法2
ࠕ ᕈ⢻

ᝪ置手すりᯏ᧚のうߜ手すりߊࠊのᕈ⢻は、別 の「手すりߊࠊのᕈ⢻」によ1
るものであること。

イ ↪ᣇ法

ᝪ置手すりᯏ᧚は、ᰴに定めるところにより↪すること。


�ࠕ さ╭かいをขりはߕして↪するᝪ置手すりᯏ᧚にあっては、足場の ᭴

㕙に設置し、ઁの᭴㕙にはさ╭かいを設置すること。


イ� 安全Ꮺをขり付ける設として↪するときは、ᔅ要なᒝᐲをしていること

を確すること。


࠙� 別㧞の「手すりߊࠊの↪ᣇ法」及߮ㅧ者が定める↪ᣇ法等により↪

すること。


 � 手すり先行専↪足場のᕈ⢻及߮↪ᣇ法3
ࠕ ᕈ⢻

㍑▤足場↪の部᧚及߮㒝ዻ㊄ౕの規格のㆡ↪㒰ᄖがめられたߊࠊ組足場等につ

いては、同規格に定めるᕈ⢻をするものであること。

イ ↪ᣇ法

手すり先行専↪足場は、ᰴにより↪すること。

。ㅧ者が定める↪ᣇ法等により↪すること（ࠕ）

（イ）安全Ꮺをขり付ける設として↪するときは、ᔅ要なᒝᐲをしているこ

とを確すること。

㧠 安全Ꮺをขり付けるⷫ✁ᯏ᧚のᕈ⢻及߮↪ᣇ法


 � ᕈ⢻1
安全Ꮺのข付設として↪するⷫ✁、ⷫ✁ᡰᩇ及߮✕ᒛེ
以下「ⷫ✁ᯏ᧚」と

いう。�のᕈ⢻は、別㧟の「ⷫ✁ᯏ᧚のᕈ⢻」によるものであること。


 � ↪ᣇ法2
ⷫ✁ᯏ᧚は、別㧠の「ⷫ✁ᯏ᧚の↪ᣇ法」及߮ㅧ者の定める↪ᣇ法等によ

り↪すること。
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（別紙㧞）

働き߿すい安ᔃ感のある足場に関する基準

１ ⿰ᣦ

足場上の㜞い✕ᒛ⁁ᘒが要᳞される業を改ༀし、より安全な業を行えるようにす

るためには、関連する労働安全衛生関係法令のすߴての規定をḩたした上で、以下の基

準をḩたす働き߿すい安ᔃ感のある足場とすることが㊀要である。

㧞 設置すߴき働き߿すい安ᔃ感のある足場

ᰴのものがあること。


 � 別紙１の㧞の
 �は
 �のᣇᑼで組ߺ┙てられた足場であって、手すり、中さ1ࠎ 2 3
及߮木のᯏ⢻をする部᧚があらかߓめ足場の᭴成部᧚としてえられているも

の（ 手すり先行専↪ဳ足場 。「 」）


 � 別紙１の㧞に␜すᣇᑼで組ߺ┙てられた足場

 �の手すり先行専↪ဳ足場にᒰ2 1
するものを㒰ߊ。�であって、足場の⒳㘃ߏとにᰴの措置を⻠ߓたもの。

ࠕ 、にあっては（ߊᆄ㕙を㒰）組足場ߊࠊ


�ࠕ さ╭かいに㜞さ 以上࡞࠻ーࡔ࠴ン 下さ15）ࠎ以下のさ࡞࠻ーࡔ࠴ン 40
は㜞さߊし⧯（ࠎ 以上の木はこれらと同等以上のᯏ⢻を15࡞࠻ーࡔ࠴ン
する設を設けた上で、上さࠎを設けたものはこれらの措置と同等以上のᯏ

⢻をする手すりߊࠊを設けたもの。


イ� 防㖸ࡈ࠻࠶ࡀ、࡞ࡀࡄーࡓの設置等
。たものߓ⻠と同等以上の措置を�ࠕ

イ にあっては、㜞さ（組足場のᆄ㕙をߊࠊ）組足場以ᄖの足場ߊࠊ 85࠴ン
以上の手すりはこれと同等以上のᯏ⢻をする設（手すり等）及߮㜞࡞࠻ーࡔ

さ 以上࡞࠻ーࡔ࠴ン はこれと同等以上のᯏ⢻35ࠎ以下のさ࡞࠻ーࡔ࠴ン 50
をする設（中さࠎ等）を設けた上で木を設けたものはこれと同等以上の措

置を⻠ߓたもの。

㧟 等の設置࠻ーࠪࡘࠪ࠶ࡔ

㧞の足場に墜落災害の防⼔のため、ࠪࡘࠪ࠶ࡔー࠻、安全࠻࠶ࡀを設置することがᦸ

ましいこと。

、 、 、 「 」その㓙 については࠻ーࠪࡘࠪ࠶ࡔ そのᕈ⢻は 別 の のᕈ⢻5࠻ーࠪࡘࠪ࠶ࡔ
によるものとし、別 の「ࠪࡘࠪ࠶ࡔー࠻の↪ᣇ法」により↪すること。6

また、安全࠻࠶ࡀについては、そのᕈ⢻は、別㧣の「安全࠻࠶ࡀのᕈ⢻」によるも

のであること。
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別表１ 手すりわくの性能 

 

１ 手すりわくは、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、同表の右

欄に掲げる強度等を有するものであること。 

試  験  方  法 強度等 

（水平移動量及び強度試験） 

手すりわくを、次の図のようにジグに取り付け、手すりわくの手

すり中央部に重錘をつり下げ、重錘の質量が 30 ㎏のときにおけ

る手すり中央部の鉛直方向の移動量を測定し、重錘の質量が 100

㎏のときにおける手すりわくの破壊の有無を調べる。 

 

 

 

１ 鉛直方向の移

動量が 100 ㎜以

下であること。 

２ 重錘の質量が

100 ㎏のときに

破壊しないこと。 

 

２ 交さ筋かいを取り外して使用する手すりわくは、次の左欄に定める試験方法による試

験を行った場合に、同表の右欄に掲げる強度を有するものであること。 

試  験  方  法 強度 

（組立時の荷重試験） 

手すりわくを用いて５層１スパンに組み、ヘッドフレームを介し

て圧縮荷重を掛け、荷重の最大値を測定する。この場合において、

試験に使用する建わくの幅は 910 ㎜±10mm のものとし、かつ、そ

の上下の脚柱端部に、それぞれ使用高を 200㎜としたジャッキ型

ベース金具を取り付けるものとする。 

 

荷重 の最 大値が

138kN 以上である

こと。 
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別表２ 手すりわくの使用方法 

 

わく組足場において、手すりわくを交さ筋かいに代えて使用するときは、労働安全衛生

規則等に定める足場に関する規定によるほか、次に定めるところよること。 

１ 床付き布わくを各層各スパンに用いること。 

２ わく組足場の一部にはりわくを使用するときは、はりわくの上部（はりわくの端の上

部を含む。）の３層以内には、手すりわくを用いないこと。 

 

【例図】 

 
 

 

３ 足場の高さは、45ｍ以下とすること。 

４ 建わくの許容支持力は、34.3kN 以下とすること。 
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別表３ 親綱機材の性能 

 

１ 親綱支柱 

親綱支柱は、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄

に定める強度等を有するものであること。 

試  験  方  法 強度等 

（落下阻止性能試験） 

 次の図に示すように、２本の親綱支柱を 9.145ｍ（注１）の間

隔で取り付け、これに親綱（注２）を取り付けてこれを 0.5kN±

0.05kN の張力で緊張し、質量が 85 ㎏の重錘を２本の親綱支柱の

中点に自由落下させる。 

なお、親綱支柱を建わくに取り付ける取付金具がボルトの締付

け力により固定される構㐀のものにあっては、締付けトルクを

3.50kN･㎝とする。 

 また、親綱支柱には、控綱を取り付けて試験を行うこととし、

控綱の張力は 0.3kN±0.05kN とする。ただし、親綱と控綱が同一

のロープとなる方式の親綱支柱の場合の張力は 0.5kN±0.05kN と

する。 

注１：9.145ｍはインチサイズわく５スパン分の長さである。 

注２：日本工業規格Ｇ3525（ワイヤロープ）に規定する直径９㎜、

6×24 のワイヤロープとする。 

 
 

 

１ 親綱支柱各部

に折損（注）及

びき裂が無く、

かつ、親綱支柱

が建わくから離

脱しないこと。 

２ 親綱保持金具

から親綱が離脱

しないこと。 

 

（注）この試験の

場合、親綱支柱に

折損がなく落下を

阻止したときで

も、親綱支柱が下

方に大きく変形を

起こすと、落下距

離が大きくなるこ

とから、自由落下

後、親綱支柱の親

綱取付金具の床か

らの高さが落下前

の高さの 70％以下

となった場合は、

折損とみなす。 
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２ 親綱 

（１）親綱は、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に

定める強度等を有するものであること。 

試  験  方  法 強度等 

（親綱のロープの伸び及び強度試験） 

親綱のロープに引張荷重を掛け、荷重が 7.0kN のときに

おける親綱のロープの伸び及び荷重の最大値を測定す

る。ただし、標点間の長さの測定は、0.3kN の初期荷重

を掛けて行うものとする。この場合において、伸び率は

次の式により算出するものとし、引張㏿度は、15cm／min

～30cm／min とする。 

 7kNのときの標点間の長さ－標点間の元の長さ 

      標点間の元の長さ        

 

１ 伸び率が 10％以下で

あること。 

２  荷 重 の 最 大 値 が

23.0kN 以上であること。 

 

 

（２）フック付き親綱は、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、同

表の右欄に定める強度等を有するものであること。 

試  験  方  法 強度等 

（親綱のフックの引張強度試験） 

フック付き親綱のフックに引張用金具を掛け、試験機に

取り付けて、引張荷重を掛け、荷重が 11.5kN のときにお

けるフック、金具等の異常の有無を調べ、荷重の最大値

を測定する。 

 

 

１ フック、金具等が荷重

11.5kN までに破断又は

その機能を失う程度に

変形、損傷等がなく、か

つ、外れ止めの機能を維

持すること。 

２  荷 重 の 最 大 値 が

14.0kN 以上であること。 

 

× 100

％ 
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３ 緊張器 

緊張器は、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、同表の右欄に

定める強度等を有するものであること。 

試  験  方  法 強度等 

（緊張器の性能試験） 

緊張器に親綱を取り付け、緊張器を試験機に取り付けて、

引張荷重を掛け、荷重が 11.5kN のときにおける緊張器等

の異常の有無を調べ、荷重の最大値を測定する。 

 

 
備考 親綱は、外径 16㎜、ポリエステルロープ及び３つ

打ちとする。 

１ 荷重が 11.5kN まで緊

張機能を維持すること。 

２ フック等を有するも

のにあっては、荷重が

11.5kN までにフックに

破断又はその機能を失

う程度に変形、損傷等が

なく、かつ、外れ止めの

機能を維持すること。 

３  荷 重 の 最 大 値 が

14.0kN 以上であること。 
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別表４ 親綱機材の使用方法 

 

１ 設置 

親綱機材を設置するときは、次に定めるところによること。 

（１）親綱機材を設置するときは、次の事項について点検し、異常を認めたときは直ちに

補修すること。 

ア 親綱機材の各部材の変形、磨耗等の有無 

イ 親綱支柱の取付金具等の機能の異常の有無 

ウ 緊張器の機能の異常の有無 

（２）親綱支柱は、わく組足場の脚柱、横架材等の支持物に確実に取り付け、かつ、控綱

を取り付けること。 

（３）控綱は、下図のように親綱支柱の取付位置から外側に１スパン離れた箇所に取り付

けること。 

 

（４）親綱は、次に定めるところによること。 

ア 次のいずれかに該当し強度等の確保が困難であるものは、親綱として使用しない

こと。 

（ア）ロープに切り傷等の損傷があるもの 

（イ）著しい磨耗又は溶断等の損傷があるもの 

（ウ）支柱用親綱として使用中に落下衝撃を受けたもの 

イ 親綱又は合成繊維ロープの控綱の末端は、それぞれ専用の緊張器を用いること。 

（５）緊張器は、次に定めるところによること。 

ア 緊張器の取付けにシャックル等を使用する場合は、日本工業規格に適合したもの

を用いること。 

イ 緊張作業のときに労働者が危険な状態とならず、かつ、安全帯を使用するときに

障害とならない部分に取り付けること。 

（６）親綱支柱のスパンは、次に定めるところによること。 

ア 親綱支柱のスパン（親綱を固定する親綱支柱の間隔をいう。以下同じ。）は、１
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０ｍ以下とすること。 

 

イ 親綱支柱を設置した作業床と衝突のおそれのある床面等との垂直距離（Ｈ）に応

じて使用することのできる親綱支柱のスパン（Ｌ）は、次式により算出した値以下

であること。ただし、Ｈは３.８ｍ以上を確保すること。 

Ｌ＝４（Ｈ－３）ｍ 

（７）親綱は、緊張器等を用い親綱支柱にたるまないように張ること。 

（８）控綱の末端は、堅固な部材等に確実に取り付けること。 

２ 使用 

親綱機材を使用するときは、次に定めるところによること。 

（１）安全帯は、安全帯の規格（平成１４年厚生労働省告示第 38号）に適合したものを用

いて、安全帯のランヤードの長さを１.５ｍ以下にして使用すること。 

（２）親綱機材は、１人で使用すること。 

（３）コーナーに使用する親綱支柱には平行方向と直交方向の２本の親綱を同時に取り付

けないこと。 

３ 管理 

親綱機材の管理については、次に定めるところによること。 

（１）親綱機材は、設置直後及び作業を開始する前に次の事項について点検を行い、異常

を認めた場合は直ちに補修すること。 

ア 親綱支柱の支持物への取付部の異常の有無 

イ 親綱の張り具合 

ウ 親綱保持部及び控綱の取付部の異常の有無 

（２）親綱機材は、適正に経年管理を行うこと。 
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別表５ メッシュシートの性能 

 

１ 構㐀 

メッシュシートの構㐀は、次に定めるところによるものであること。 

（１）メッシュシートの網地は、切れ、ほつれ、ゆがみ、織りむら等の使用上有害な欠陥

・損傷があってはならないこと。 

（２）メッシュシートの各辺の縁部は、はとめ等が容易に外れない構㐀のものであること。 

（３）装着部にはとめを有するメッシュシートは、次のいずれにも該当するものであるこ

と。 

ア はとめの取付間隔が 35㎝以下のものであること。 

イ はとめの穴の大きさが内径 10 ㎜以上のものであること。 

ウ メッシュシートの端部からはとめの穴の中心部までの距離が 1.7 ㎝以上のもので

あること。 

（４）装着部がはとめ以外のメッシュシートは、次のいずれにも該当するものであること。 

ア 鋼管等に取り付ける位置がピッチ 35㎝以下のものであること。 

イ 取り付けられているときに装着部が鋼管等から容易に外れないものであること。 

ウ 材質、形状、取付けの方法等があらかじめ明確に定められているものであること。 

エ 図２に示すような接続具に接続するものにあっては、次のいずれにも該当するも

のであること。 

（ア）接続具に接続する端部に縫込みロープを有するものであること。 

（イ）縫込みロープを有する端部の径が９㎜以上のものであること。 

（５）図２に示すような接続具にあっては、難燃性のもの又は防炎加工を施したものであ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図１ メッシュシートの例 
図２ 接続具の例 
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２ 強度等 

（１）メッシュシートは、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、そ

れぞれ同表の右欄に定める強度等を有するものであること。 

試  験  方  法 強 度 等 

（網地の引張試験） 

網地の引張試験は、網地より取り出した幅３㎝の供試

片を、つかみ間隔が 20㎝となるように試験機に掛け、

かつ、引張㏿度が 20 ㎝/min±１㎝/min として試験を

行い、荷重の最大値及びそのときの伸びを測定する。 

 

 

１ 荷重の最大値が 1.47kN 以

上であること。 

２ 荷重の最大値と伸びとの積

の値が 68.6kN・㎜以上である

こと。 
    上記１、２とも縦方向、 

横方向のうち弱い方向の 

値をいう。 

（はとめ等の装着部の引張試験） 

次の図に示すようにメッシュシートの縦方向及び横

方向のそれぞれについてメッシュシートの縁から 30

㎝のところで、はとめ等がほぼ中央となるように 30

㎝のつかみ金物で固定して徐々に引っ張り、はとめ等

が網地から外れるか、はとめ周辺の網地又は縫目が破

れるときの荷重の最大値を測定する。 

 

ａ はとめを用いた装着部の引張試験の例 

 

ｂ はとめ以外の装着部の引張試験の例 

 

１ 荷重が 0.49kN のときまで

に外れ、破れ等の異常がない

こと。 

２ 荷重の最大値が 0.98kN 以

上であること。 
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（落下試験） 

別図に示すように、メッシュシートを水平に対し 30

°の傾斜を有するフレームわくに取り付け、同フレー

ムわくの中点の縁面からの高さが４ｍの箇所から鋼

管（外径 48.6 ㎜、肉厚 2.5 ㎜、質量 4.8 ㎏）を鉛直

状態で落下させる。 

 

落下体である鋼管がメッシュシ

ートを貫通しないこと。 

別図 メッシュシートの落下試験方法 

  

（２）合成樹脂製はとめは、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場合に、

同表の右欄に定める強度等を有するものであること。 

試  験  方  法 強 度 等 

（合成樹脂製はとめの衝撃試験） 

次の図に示すように、メッシュシートより取り出した

はとめの中央部に質量が 2.5 ㎏の鋼製重りを高さ 60

㎝より落下させ、はとめの異常の有無を調べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割れ、ひび等が生じないこと。 
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（３）図２に示すような接続具は、次の表の左欄に定める試験方法による試験を行った場

合に、同表の右欄に定める強度等を有するものであること。 

試  験  方  法 強 度 等 

（接続具の引き抜き試験） 

次の図に示すように、メッシュシート（長さ 15 ㎝、

幅 30 ㎝）の端部を接続具に挿入し、挿入した状態で

つかみ金物を徐々に引っ張り、引張荷重が 1.96kN の

ときの接続具及びメッシュシート端部の抜け、破損等

の異常を調べる。 

 

 

 

抜け、破損等の異常がないこと。 

参考 はとめ以外の装着部が容易に外れない構㐀の例 
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別表６ メッシュシートの使用方法 

 

１ 取付け 

メッシュシートを鋼管足場等に取り付けるときは、次に定めるところよること。 

（１）メッシュシートを取り付けるための水平支持材は、原則として垂直方向 5.5ｍ以下

ごとに設けること。（下図参照） 

 

 

図 鋼管足場への設置例 

 

（２）メッシュシートと支持材の取付け及びメッシュシート相互の取付けは、次に定める

ところによること。 

ア メッシュシートの縁部で取り付けること。 

イ すべてのはとめ等の装着部を取り付けること。 

ウ 緊結材等を使用して容易に外れないように行うこと。 

（３）緊結材は、引張強度が 0.98kN 以上のものを使用すること。 

（４）出隅部及び入隅部の箇所は、その寸法に合ったメッシュシートを用いてすき間のな

いように取り付けること。 

２ 管理 

メッシュシートの管理については、次に定めるところよること。 

（１）メッシュシートの使用中は、次により点検、取替え等の措置を講ずること。 

ア 使用期間が１月以上である場合には、緊結部の取付状態について１月以内ごとに

定期点検を実施すること。 

イ 大雤、強風等の後では、メッシュシート、水平支持材等の異常の有無について、

臨時点検を実施すること。 

ウ メッシュシートの近傍で溶接作業が行われた場合は、その作業の終了後、㏿やか

に溶接火花又は溶接片による網地等の損傷の有無について調べ、損傷のあるときは、

正常なものに取り替え、又は補修すること。 

エ 資材の搬出入等による必要のため、メッシュシートの一部を取り外した場合は、

その必要がなくなったときは原状に復しているかどうかを点検すること。 

オ 飛来、落下物、工事中の機器等の衝突により、メッシュシート、水平支持材等が
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破損したものは、正常なものに取り替え、又は補修すること。 

（２）次のいずれかに該当するメッシュシートは使用しないこと。 

ア 網地又ははとめ部分が破損しているもの 

イ 品質表示が行われていないもの 

ウ （３）に規定する補修が不可能であるもの 

（３）メッシュシートの補修は、次によること。 

ア 付着した異物等を取り除くこと。 

イ 汚れが著しいときはクリーニングをすること。 

ウ 溶接火花等による網地の破損部は、その網地と同等以上の性能を有する網地を用

いて補修すること。 

（４）メッシュシートの保管は、次によること。 

ア 乾燥した風通しのよい場所に保管すること。 

イ 仕上がり寸法の異なるものを同一場所に保管するときは区分けして行うこと。 

３ 使用上の注意 

メッシュシートを使用するときは、次に定めるところによること。 

（１）メッシュシートは、水平に張って使用する墜落防止用の安全ネットとして使用しな

いこと。 

（２）合成樹脂製のはとめの強度に影響を与えるトルエン等の有機溶剤を含有する塗料を

使用して行う塗装作業においては、塗料が直接合成樹脂製のはとめに掛からないよう

に行うこと。 
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別表７ 安全ネットの性能 

 

１ 強度試験を行う場合の試験室の状態は、日本工業規格Ｚ８７０３（試験場所の標準状

態）の第３類に規定する 20℃±2℃の温度及び 65％±0.5%の湿度とすること。 

ただし、試験室が上記の状態に保たれない場合は、試験時の温度及び湿度を付記する

こと。 

２ 安全ネット、網糸、縁綱及び吊綱の強度は、次の表の左欄に定める試験方法による試

験を行った場合に、それぞれ同表の右欄に定める強度を有するものであること。 

試  験  方  法 強度 

（網糸の引張強度） 

安全ネットの網糸の引張強度試験は、次によるものとし、引張㏿度

は 15 ㎝／min～30㎝／min とする。 

（１）網糸の試験片は、ネットに使用されている網地から切り取る。 

（２）無結節ネットの網糸の引張強度試験にあっては、網糸の両端

を網糸の径の５倍以上のドラムに巻き付けて行うものとし、ド

ラムの中心間距離は 20 ㎝を標準とする。 

（３）ラッセルネットの網糸の引張強度試験にあっては、次の図に

示す１本２節の状態で行う。 

（４）かえるまた結節ネットの網糸の引張強度試験にあっては、網

糸のよりがほどけない状態で次の図に示す結び目（ループ結節）

を試験片の中心に設けて行うものとし、試験片の有効長さは 20

㎝を標準とする。 

 

 

 

網糸の引張強度 

（別表） 
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（別表）安全ネットの網糸の新品時における引張強度は、次の表の値とする。 

新品時における網糸の引張強度 単位（ｋＮ） 

網目の

大きさ

（㎝） 

無結節網地 ラッセル網地 かえるまた網地 

平均値 最小値 平均値 最小値 平均値 最小値 

10 2.36 以上 2.16 以上 2.06 以上 1.87 以上 1.96 以上 1.77 以上 

5 － － 1.13 以上 1.03 以上 1.08 以上 0.98 以上 

3.0 － － 0.74 以上 0.69 以上 － － 

1.5 － － 0.40 以上 0.35 以上 － － 

（注）網目の大きさが 5㎝を超え 10 ㎝未満のもの、3㎝を超え 5 ㎝未満のもの及び 1.5

㎝を超え 3㎝未満のものにあっては、それぞれの値により求めた直線補間値以上とする。 

（縁綱及び吊綱の引張強度試験） 

安全ネットの縁綱及び吊綱の引張強度試験は、引張㏿度を 15㎝/min

～30 ㎝/minで行うものとする。試験片は、ネットに使用されている

ロープから切り取るものとする。 

 

最大引張強度が

14.7kN以上である

こと。 

 

３ 安全ネットの落錘による性能試験 

 安全ネットの落錘による性能は、次表の左欄に定める試験方法による試験を行った場

合に、それぞれ同表の右欄に定める強度を有するものであること。 

試   験   方   法 強   度 

（安全ネットの落錘による性能試験） 

安全ネットの落錘による性能試験の方法は、次によるものとす

る。 

（１）安全ネットを四隅及び各辺の中間部で支持する状態で落錘

試験設備のつり具に取り付け、安全ネットの中央部に質量が

90 ㎏の重錘を 0.75Ｌの高さから落下させること。この場合に

おいて、Ｌは安全ネットの短辺長

（ｍ）とする。 

（２）落錘試験に用いる重錘の形状は、

次の図に示すような円筒形のものと

し、その軸心上の重心付近に加㏿度

計を取り付ける。 

 

１ 減㏿度が 147m/s2

以下であること。 

２ 網地に著しい損傷

及び貫通がないこ

と。 

 
 
 


